
1.観光の現状と課題

◇稚内市の宿泊税の考え方

◆観光入込客数は50万人前後、宿泊客延数35万人前後で推移しているが、最盛期と比較すると減少傾
向にある。
◇観光関連産業の主力である宿泊施設や飲食店においては、人口減少やコロナ禍の影響により、事業
所数や従事者数が減少しており、各施設の稼働率が低下し、宿泊施設では予約が困難となっている
ほか、飲食店では入店を制限する店舗が存在している。
◆人口減少が進行する中、市としての市民税などの税収が減少すると想定される。
◇基幹産業である観光として、これまでも観光振興策を講じているが、持続可能な観光地づくりのた
めには、現状を踏まえた課題の解決のほか、新たな観光振興策が必要となっている。
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◆「日本のてっぺん」としての地理的優位性を最大限に活かし、観光地として国内外の観光客から選
ばれ続けることが重要である。
◇課題の解決のほか、①観光資源の磨き上げと魅力向上、②受入環境の整備促進、③持続可能な観光
振興の３本を柱に、中長期な視点をもって新たな観光振興を図る必要がある。
※下記「表」における施策内容の案は現時点で想定される事業内容であり、刻々と変化する観光ニー
ズに適応した観光振興策を講じていく必要がある。

写真はイメージ

2.観光振興の方向性

3.税の概要

◆本市の宿泊税は、観光振興の方向性や全道の先行自治体などを踏まえて、宿泊者の負担が大きくな
らない範囲、かつ分かりやすい税額設定を考え、１人１泊に対して一律定額制200円としている。
なお、北海道宿泊税も同時に課税されることから、道と市を合わせて徴収することとなる。
◇ 35万人（令和６年度の宿泊客延数）×200円＝70,000千円の税収を見込んでいる。
◆宿泊税導入に伴い、宿泊事業者の負担が生じることから、先行自治体を参考とした適切な支援を検
討している。（例：納期内納入意欲向上に向けた交付金：納税額×3.5％）

4.宿泊税の流れ

◆宿泊事業者は、本市と北海道の宿泊税をまとめて本市へ申告納入することとなる。
◇宿泊税の余剰分などは基金へ積み立て、計画的な観光振興策を講じる。
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